
公益社団法人富山県医師会役員等の報酬及び退職慰労金に関する規程 

 

25.4.1 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益社団法人富山県医師会役員等の報酬及び退職慰労金の支給に

関し必要な事項を定め、その適切な運用を図ることを目的とする。 

 

（報 酬） 

第２条 役員等の報酬は、月額とし、役員等の区分に応じて別表１に定める額を支給す

る。 

２ 報酬の支給日は、毎月の第１回目の理事会開催日とする。 

３ 前項によりがたい場合は、会長が定める日とする。 

 

（中途での就任または退任等の場合の取扱い） 

第３条 月の途中で新たに役員等に就任した場合、または退任・解任等の場合にあって

も１か月分を支給する。 

２ 月の途中で役員等の区分に変更があった場合は、両者を比較し、多いほうを支給す

る。 

 

（退職慰労金の計算） 

第４条 役員等の退職慰労金は、役員等の区分に応じた別表２の額に役員等在任年数を

乗じて計算する。 

 

（役員在任年数） 

第５条 役員等在任年数は、１か年を単位とし、端数は月割りとする。ただし、１か月

未満は１か月に切り上げる。 

 

（公 表） 

第６条 本規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法

律第49号）第20条第２項に定める報酬等の支給の基準として、公表するものとする。 

 

（雑 則） 

第７条 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあ

った立替金等を控除して支給する。 



２ 本規程の改廃は、代議員会の決議を経て行う。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

 

（退職慰労金に関する経過措置） 

２ 第４条の役員等在任年数の計算にあたっては、本規程施行前に役員であった年数も 

通算するものとする。 

 

別 表１ 

会 長       40,000円 

    副会長        32,000円 

    常任理事      28,000円 

    理 事       20,000円 

    監 事       13,000円 

 

別 表２ 

会 長       380,000円 

    副会長       200,000円 

    常任理事     190,000円 

    理 事      140,000円 

    監 事       90,000円 

    代議員会議長   110,000円 

    代議員会副議長   80,000円 


